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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】本発明は多数の情報チャンネルを利用する
混濁物質の光学的干渉断層撮影法の画像化に関する。多
数の情報チャンネルは空間、角度、スペクトル、及び偏
光領域を包含する。特に、本発明は、混濁物質の光学的
干渉断層撮影法の画像化についてのスペクトル情報の多
数のチャンネルを提供し(源)、処理し(システム)、又は
記録する(受信器)ことができる光源、システム又は受信
器を用いる方法及び装置に関する。これらの方法及び装
置に於いて、源から供給され、システムにて処理され、
受信器によって記録されるスペクトル情報の多数のチャ
ンネルは、断層撮影的に画像化される混濁物質に関する
空間、スペクトル又は偏光情報を同時に伝達するのに用
いられる。多数チャンネルの光学的干渉断層撮影法は、
患者を画像化する内視鏡プローブ内に組み込まれる。内
視鏡は光学ファイバーアレイを具え、患者内に配備され
るのに適した複数の光学ファイバーを具える。光学ファ
イバーアレイは光源から患者内へ光を送信し、患者によ
って反射された光を患者の外に送信する。アレイ内の複
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者用の内視鏡であって、
　光源と、
　光を生成する手段と、
　患者内に配備されるように構成された複数の光ファイバーを具え、光源から患者内へ光
を送信し、患者によって反射された光を患者の外に送信し、複数の光ファイバーは光源に
光学的に繋がっている光ファイバーアレイと、
　アレイからの光を受信し、光を分析する検知器とを具え、アレイの複数の光ファイバー
は検知器と光学的に繋がっている内視鏡。
【請求項２】
チューブを具え、該チューブの回りに複数の光ファイバーが配備されている、請求項１に
記載の内視鏡。
【請求項３】
チューブは、チューブに沿って長手方向に延びる溝を有し、光ファイバーの１本は各溝に
配備される、請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
各溝に配備された反射器を有するプローブ先端部を有し、該プローブ先端部は反射器が患
者内にあるときは、溝内の光ファイバーからの光を反射し、アレイが患者内にあるときは
患者からの光を光ファイバーに反射する、請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
光源は、調整可能なレーザー源及び光源からの光をアレイの複数の光ファイバーに案内す
る手段を有する、請求項４に記載の内視鏡。
【請求項６】
光ファイバーはシングルモードであり、回りに被覆が配備されたコアを有し、先端部にコ
アからの光を反射器に合焦させ、反射器からの光をコアに合焦させるレンズを有する、請
求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
アレイは透明なカバーを有する、請求項６に記載の内視鏡。
【請求項８】
生成手段は、入力アームを具え、アレイはサンプルアームを具え、検知器は基準アーム、
入力アーム、検知アームを具え、サンプルアームと基準アームは一緒に干渉計を形成する
、請求項７に記載の内視鏡。
【請求項９】
基準アームは、ＲＳＯＤを使用して、干渉計に前後走査及び分散補償を導入する、請求項
８に記載の内視鏡。
【請求項１０】
入力アームからの光をサンプルアームの対応する光ファイバーに光学的に結合する光学カ
プラを含む、請求項９に記載の内視鏡。
【請求項１１】
検知器は、サンプルアーム及び基準アームの対応するファイバーからの反射光からの干渉
信号の強度から、患者についての構造的な情報を決定する、請求項１０に記載の内視鏡。
【請求項１２】
プローブの先端部は、Ｎ本の光ファイバーを保持する走査ヘッドを含み、Ｎは２以上の整
数である、請求項１１に記載の内視鏡。
【請求項１３】
Ｎ本の光ファイバーは、走査ヘッドの回りに平行で等間隔に配備された、請求項１２に記
載の内視鏡。
【請求項１４】
プローブの先端部は、各光ファイバーが３６０／Ｎ度の角度範囲で走査するように、走査



(3) JP 2008-541989 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

ヘッドを動かす機構を有する、請求項１３に記載の内視鏡。
【請求項１５】
動かす機構は、走査ヘッドを回転させる線形運動用機構を有する、請求項１４に記載の内
視鏡。
【請求項１６】
線形運動用機構は、ファイバーシャフトホルダを有し、該ファイバーシャフトホルダは該
ホルダに沿って軸方向に延びるシャフトチャンネルを有し、Ｎ個のファイバーチャンネル
がホルダの回りにシャフトチャンネルに平行に配備され、シャフトチャンネルに嵌まって
シャフトチャンネルに合わさる捻れシャフトを具え、捻れシャフトがシャフトチャンネル
内を動くとき、ホルダが回転する、請求項１５に記載の内視鏡。
【請求項１７】
走査ヘッドは、シャフトヘッドと合わさり走査ヘッドを回転させるソケットヘッドを有す
る、請求項１６に記載の内視鏡。
【請求項１８】
プローブ先端部は、走査プローブ上に配備されて、ガイドワイヤが血管、胆道或いはＧＵ
にあるときに、ガイドワイヤを受け入れて追随するガイドワイヤホルダを含む、請求項１
７に記載の内視鏡。
【請求項１９】
走査ヘッドとファイバーシャフトホルダの間にバネが配備されて、該バネはシャフトが前
進した後にシャフトを強制的に戻すように作用する、請求項１８に記載の内視鏡。
【請求項２０】
光活性化材料を有し、光活性化材料によって光が受信されたときに、チューブの少なくと
も一部を回転させる、請求項３に記載の内視鏡。
【請求項２１】
患者の血管を画像化する方法であって、
　光源からの光を、複数の光ファイバーからなる患者内の光ファイバーアレイ内に送信す
る工程と、
　患者によって反射された光を患者の外に送信する工程と、
　検知器にてアレイからの光を受信して信号に変換する工程と、
　処理要素を用いて光信号を分析する工程を有する方法。
【請求項２２】
ファイバーに関連する対応した反射器にて、各光ファイバーからの光を反射する工程と、
　患者からの光を反射器を用いて関連するファイバーに反射する工程を含む、請求項２１
に記載の方法。
【請求項２３】
光ファイバーアレイを構成するＮ本の光ファイバーの各々を、３６０／Ｎ度の角度範囲分
動かす工程を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
線形運動を与えて、光ファイバーアレイのＮ本の光ファイバーの各々を角度範囲分移動さ
せる、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
線形運動を与える工程は、
　捻れシャフトをシャフトチャンネルを通って、Ｎ本の光ファイバーに平行な軸方向に前
進させ、シャフトチャンネルはＮ本のファイバーチャンネルを有するファイバーシャフト
ホルダに沿って軸方向に延び、Ｎ本のファイバーチャンネルは、シャフトチャンネルに平
行なホルダの回りに配備されて、シャフトチャンネルがホルダを回転させる工程を有し、
Ｎ本の光ファイバーの各々は、Ｎ本のファイバーチャンネルの各ファイバーチャンネルに
配備され、捻れシャフトはシャフトがチャンネル内を動くと、シャフトチャンネルに嵌合
して合わさる、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
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ガイドワイヤが血管、胆道或いはＧＵにあるときに、ガイドワイヤホルダによって受け入
れられるガイドワイヤに沿って、光ファイバーアレイを案内する工程を有する、請求項２
５に記載の方法。
【請求項２７】
対象物を検査する装置であって、
　光を生成する手段と、
　偏光、空間、位置又は角度に基づいて対象物から反射した光を分析する手段とを具えた
装置。
【請求項２８】
対象物を検査する装置であって、
　光を生成する手段と、
　偏光に基づいて対象物から反射した光を分析する手段とを具えた装置。
【請求項２９】
対象物を検査する装置であって、
　光を生成する手段と、
　空間に基づいて対象物から反射した光を分析する手段とを具えた装置。
【請求項３０】
対象物を検査する装置であって、
　光を生成する手段と、
　角度に基づいて対象物から反射した光を分析する手段とを具えた装置。
【請求項３１】
対象物を検査する方法であって、
　光を生成する手段を具え、
　偏光、空間、位置又は角度に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する方
法。
【請求項３２】
対象物を検査する方法であって、
　光を生成する手段を具え、
　偏光に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する方法。
【請求項３３】
対象物を検査する方法であって、
　光を生成する手段を具え、
　空間に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する方法。
【請求項３４】
対象物を検査する方法であって、
　光を生成する手段を具え、
　角度に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、情報の多重チャンネルを用いて、混濁(即ち、散乱)物質の光学的干渉断層イ
メージングするシステムに関する。情報の多重チャンネルは、空間的、角度的、スペクト
ル的及び分極領域から構成され、包含する。特に、本発明は光源、システム即ち受信器を
用いる方法及び装置に関し、(光源)を供給し、(システム)を処理し、又は(受信器)に混濁
物質の光学的干渉断層イメージングのスペクトル情報の多重チャンネルを記録する方法及
び装置に関する。これらの方法及び装置に於いて、光源によって供給され、システムによ
って処理され、受信器によって記録されるスペクトル情報の多重チャンネルは、断層的に
画像化された混濁物質に関する空間的、スペクトル的及び分極的情報を同時に搬送するの
に用いられる。
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【０００２】
　多重チャンネル光学的干渉断層法は、患者を画像化する内視鏡プローブに組み込まれる
。内視鏡は、光学ファイバーアレイを具え、患者内に配置されるのに適した複数の光学フ
ァイバーを具える。光学ファイバーアレイは、光源からの光を患者に送信し、患者によっ
て反射された光を患者の外に送信する。アレイ内の複数の光学ファイバーは、光源と光学
的に繋がっている。多重チャンネル干渉断層システムは、アレイからの光を受信して光を
分析する検知器を具える。方法及び装置は、患者の血管、胆管、GU及び／又はGI区域を画
像化するのに適用される。
【０００３】
発明の背景
　我々の社会にて、心筋梗塞又は心臓発作は、死の原因に繋がる。残念なことに、我々の
大部分は、心筋梗塞に苦しむ家族の一員又は親しい友人を挙げることができる。最近まで
、多くの研究者が、その後に全閉塞に進行するアテローム性動脈硬化症で著しく閉塞され
る冠状動脈が、心筋梗塞への初期メカニズムであると信じてきた。しかし、多くの治験研
究からの最近の証拠は、大部分の心筋梗塞は、危機的ではない(non-critically)狭窄した
冠状動脈が突然の斑の破裂により突然に破裂することに依ることを明確に示している。例
えば、リトル及び共同研究者(Little、WC、Downes、TR、Applegate、RJ.心筋梗塞に潜む
冠状動脈の損傷：冠状動脈造影法への影響、clin Cardiol 1991年；14:868-874頁、この
内容は引用を持って本願への記載加入とする)は急性斑破裂に苦しむ患者の約７０％が、
以前の冠状動脈造影によって示されるように、その５０％以下が閉塞した斑にて始まった
ことを観察した。この観察及び同様の観察は、他の研究者によって確認された(Nissen、S
. 冠状動脈造影及び血管内超音波.Am J Cardiol 2001年 87(suppl):15A-20A、この内容は
引用を持って本願への記載加入とする)。
【０００４】
　これらの不安定な斑を識別する技術の開発は、早すぎる死にしばしば繋がる、激しい冠
状動脈シンドロームの発生を略低減する可能性を有する。残念なことに、どの冠状動脈の
斑が脆弱か、このように破裂しがちであるかを特定するのに用いられる、心臓内科医に利
用可能な方法は現在ない。
　トレッドミル試験は、よりひどい心臓血管の虞れがある患者を識別するために数十年間
使用されているが、このアプローチは、安定した斑と破裂しやすい脆弱な斑の差を特定せ
ず、心筋梗塞を頻発させる結果となる。
　不安定な斑(検死で決定された)の病状学に関して多くの情報が存在するので、毀れ易い
斑について、その病理学的な外観が詳しく記述されているものを確認することに基づく技
術は、この問題を解決する有望な長期戦略を提示する。
【０００５】
　不安定な斑は、1980年代初頭の病理学者によって最初に識別され特徴づけられた。デイ
ビスと共同研究者は、死に繋がる急性(acute)心筋梗塞の患者の連続する組織学的部分の
改造について、破裂又はアテローム斑の亀裂を生じさせることが明白であると述べた(Dav
is MJ、Thomas AC、斑の亀裂:急性心筋梗塞、急死及び漸増性狭心症の原因、Br Heart J 
1985年;53:363-373頁、この内容は引用を持って本願への記載加入とする)。
　潰瘍化された斑は更に、薄い繊維のキャップ、減少した平滑筋細胞を備えた増加したマ
クロファージ、及び人間の大動脈内の潰瘍化されていないアテローム斑と比較して増加し
た脂質芯を持っているものとして、特徴付けられる(Davis MJ、Richardson PD、Woolf N
、Katz DR Mann J.ヒトのアテローム斑の血栓症の虞れ：細胞外の脂質、マクロファージ
及び平滑筋細胞内容の役割、この内容は引用を持って本願への記載加入とする)。
　更に、冠状動脈血管造影法によって画像化すると、脂質プールと狭窄パーセントのサイ
ズの相関性は観察されなかった。
　実際、殆どの心臓病学者は、毀れ易い斑は、壁性血栓の形成及び斑改造を伴う破裂を経
た進行により、より狭窄するがまだ安定した斑に進行するが、しかし乍ら完全な管腔の閉
塞はしないことに同意する(Topol EJ、Rabbaic R. 冠状動脈の斑安定化に至る方策、Card
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iovasc Res 1999年;41;402-417頁、この内容は引用を持って本願への記載加入とする)。
　内部斑出血を具えた血管新生はまた、小さな損傷(＜５０％閉塞)からより重大な斑への
この進行に於いて、役割を果たす。
　更に、不安定な斑のユニークな特徴が、心臓病学者によって認識され、次に、安定され
た場合、急性心筋梗塞及び不安定狭心症症候群の両方が劇的に減少し、及び冠状動脈疾患
の突然の進行が劇的に減少するかもしれない。
【０００６】
　本発明は、脆弱な斑にて識別された病理学的特徴を識別するために、深さ分解光反射、
即ち光学干渉断層撮影法(ＯＣＴ)を使用する。
　ＯＣＴでは、広帯域発光源又は調整可能なレーザ源からの光は、干渉計に入力されて、
光の一部は血管壁に向けられて、他の部分は基準面に向けられる。
光ファイバーの基端部は、カテーテルと接続されて、心臓内カテーテル挿入手順時に、冠
状動脈のデータを取り出す(interrogation)。
　斑からの反射光は、基準面からの信号と再結合されて、干渉縞(光起電力検知器によっ
て測定された)を形成し、ミクロンスケールで斑の正確な深さ分解画像化が可能となる。
【０００７】
　ＯＣＴは、狭い線幅の調整可能なレーザ源、即ち広帯域(波長の分布)に亘って光を発す
るスーパー発光ダイオード源を用いて、１０－２０μｍの距離分解能及び２－３ｍｍの組
織浸透を有する本来の位置の断層画像を作る。ＯＣＴは、単細胞のレベルで組織を画像化
する可能性がある。
　実際、発明者らはフェムト秒パルス・レーザのような、より広帯域の光源を最近利用し
て、距離分解能は４ミクロン以下に改善された。そのような分解能を用いて、ＯＣＴは、
脈管内膜のキャップ、それらの厚み、裂け目、内在する脂質プールのサイズ及び範囲及び
炎症細胞の存在を含む構造の詳細を視覚化するために適用することができる。
更に、ＯＣＴ装置に使用される赤外線光源は、高度な冠状動脈疾患の極度に石灰化された
組織領域特性に入り込むことができる。
　セルの分解能を用いて、ＯＣＴの適用は、単核白血球とマクロファージの浸透のような
脆弱な斑の他の詳細な特性を識別するために使用され得る。
　要するに、ＯＣＴを適用して、組織を切断しないか乱さずに、病理学の標本の詳細なイ
メージを提供することができる。
【０００８】
　動脈管腔内のアテローム斑を画像化するこの技術の適用に関する１つの問題は、赤血球
の存在による光の強い散乱である。
　一旦カテーテルシステムが冠状動脈の中に配置されると、ＯＣＴ光ファイバー及び動脈
の間の血流は、血管壁内への不透明な光透過を得る。１つの提案された解は、生理食塩水
のフラッシュである。しかし、心筋虚血が心筋の基端部に結局生じるので、生理食塩水の
使用は持続的なものに制限されている。発明者らは、生理食塩水に代えて人工ヘモグロビ
ンの使用を提案した。人工ヘモグロビンは非微粒子で、従って、光を散乱させない。
　更に、人工ヘモグロビンは代用血液としてアメリカ食品医薬品局によって承認される間
近であり、心筋虚血を防ぐのに必要な酸素を運ぶことができる。
最近、発明者らは、マウス心筋冠状動脈中の血液による光散乱を減少させるべく、人工ヘ
モグロビンを使用する実行可能性を実証した(Villard JW、feldman MD、Kim Jeehyun、Mi
lner TE、Freeman GL.光学断層干渉を用いてネズミの右心室の瞬間厚みを決定するための
代用血液の使用、Circulation 2002;105巻、1843-1849頁、この内容は引用を持って本願
への記載加入とする)。
【０００９】
　冠状動脈内のアテローム斑を画像化するＯＣＴカテーテルの第１の代表例が作り上げら
れ、ライト研究所と関係するボストンのハーバード－ＭＩＴに於いて、研究者によって現
在テストされている(Jang IK、Bouma BE、Kang DH他.光学干渉断層法を用いた患者の冠状
動脈アテローム斑の視覚化：血管内超音波との比較.JACC 2002年；39；604-609頁、この



(7) JP 2008-541989 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

内容は引用を持って本願への記載加入とする)。カテーテルの代表例は、１つの光源を具
え、光学ファイバーを回転させるシャフトを回転することによって冠状動脈の管腔を３６
０度に亘って画像化することができる。回転シャフトは身体の外側に格納されているから
、カテーテルの回転ロッドは、一定の角速度で回転して、光が冠状動脈の各角度区分にて
、等時間間隔で焦点が合わなければならない。回転シャフトの機械的な障害は、記録され
た冠状動脈のＯＣＴ画像に重大な歪みと人工物を生じる。残念なことに、カテーテルは大
腿動脈の入口点から冠状動脈までの間に、常に数回曲げられることを強いられるから(例
えば、大動脈弓の回りの１８０度)、凹凸のある機械的な障害は、ＯＣＴ画像に人工物を
生じさせる結果となる。
　ＯＣＴの適用が、冠状動脈の全体の解剖構造から、１つの細胞レベルを画像化すること
ができることにシフトするにつれ、ＯＣＴ代表例の１本の光ファイバーの不均一な回転は
、歪み及び画像の人工物の一層の問題源となるだろう。
【００１０】
　基本的に、ライト研究所によって開発された現在の内視鏡のタイプの１つのチャンネル
ＯＣＴシステムは、目標である血管の不規則な画像を形成する一定でない回転速度を受け
る。米国特許第6,134,003号を参照されたく、この内容は引用を持って本願への記載加入
とする。１つのモードのファイバを回す回転シャフトのそれらのアプローチは、人工物を
生成しがちである。
　カテーテルは、大腿動脈の入口点から、大動脈弓の回りに１８０度回って、冠状動脈中
の最終目的地まで、数回曲げられることを常に強いられるだろう。これらの曲げは全て、
回転シャフト上の均一でない摩擦、及び冠状動脈の３６０度のアーチ全体上に、光の不均
一な時間分布を引き起こすだろう。
　ＯＣＴの適用が、冠状動脈の全体の解剖構造から、１つの細胞レベルを画像化すること
ができることにシフトするにつれ、ＯＣＴの１本の光ファイバーの不均一な回転は、人工
物の一層の問題源となるだろう。
【００１１】
　本発明は多相のアレイＯＣＴカテーテルの開発により、回転歪み及び関連する人工物の
問題を解決する。１０－６０個の個々のＯＣＴファイバーを１つのカテーテル内に組み込
むことにより、光学ファイバー又は同様の要素(例えば、マイクロモータによって駆動さ
れる鏡)の回転及び関連する画像歪み及び人工物は除去され、空間分解能が改善される。
カテーテルによって、１０－６０個の個々の光源が、独立して冠状動脈の３６０度円弧の
管腔を画像化することができる。
　多相のアレイの更なる利点は、１本ファイバの構成に比較して、取り出すべき対象物の
空間分解能を提供することである。
　多くの研究者が、現在の設計で利用される１本の回転ファイバ又はマイクロモータで駆
動される鏡では、１つの細胞レベルでの画像化はできないが、多相のアレイのアプローチ
では細胞の解像度を得ることができることを認識している。
【００１２】
　多相のアレイＯＣＴカテーテルの構成は、革新的な設計的解決策を用いる、多数の問題
の解決策を要求する。成功を収めるカテーテルの設計及び実証は、１．５ｍｍの直径に１
０－６０個の個々のファイバを含む光学チャンネルの開発を要求する。各ファイバーは、
光を集中させるレンズ及びカテーテルから冠状動脈の管腔の表面へ９０度ずつ各ファイバ
ーからの光を転送するためにナノテクノロジーを使用して作り上げられる鏡を要求する。
更に、１０－６０の各光路は、基準及び動脈経路の両方について、また分離していなけれ
ばならない。
　本発明は、カテーテル及び多重チャンネルの干渉計の両方への設計解決策を提供する。
【発明の開示】
【００１３】
発明の要約
　本発明は、患者用の内視鏡に関する。内視鏡は、光源のような光生成手段を具える。内
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視鏡は、患者に配備されるのに適した複数の光ファイバーを含む光ファイバアレイを含む
。
光ファイバアレイは光生成手段からの光を患者内に送信し、患者によって反射された光を
患者の外に送信する。アレイの複数の光学ファイバーは、光生成手段と光学的に繋がる。
内視鏡は、アレイから光を受信し、光を分析する検知器を含む。アレイの複数の光学ファ
イバーは、検知器と光学的に繋がる。
【００１４】
　本発明は、患者を画像化する方法に関係する。方法は、光源から患者内の複数の光ファ
イバーを含む光ファイバアレイの中へ光を送信する工程を有する。患者によって反射され
た光を患者の外に送信する工程がある。検知器にてアレイから光を受信する工程がある。
検知器を用いて光を分析する工程がある。
【００１５】
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、偏光、空間、位置又は角度に基づいて対象物から反射した光を分析するための手段を含
む。
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、偏光に基づいて対象物から反射した光を分析するための手段を含む。
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、空間に基づいて対象物から反射した光を分析するための手段を含む。
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、角度に基づいて対象物から反射した光を分析するための手段を含む。
【００１６】
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を含む。方法は
、偏光、空間、位置又は角度に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を含む。
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を含む。方法は
、偏光に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を含む。
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を含む。方法は
、空間に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を含む。
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を含む。方法は
、角度に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
発明の詳細な記載
　図面に関し、同様の符号は、図面を通じて、同様又は同じ部分を示し、特に図１－図５
、図１５及び図１６にて、患者用の内視鏡(10)が示されている。内視鏡(10)は、光源(51)
のような光を生成する手段(102)を具える。内視鏡(10)は、患者内に配備されるのに適し
た複数の光学ファイバー(８)を具える光学ファイバーアレイ(28)を具える。光学ファイバ
ーアレイ(28)は、光源(51)を含むのが好ましい生成手段から光を患者内に送信し、患者に
よって反射された光を患者の外に送信する。アレイ(28)の複数の光学ファイバー(８)は、
光生成手段(102)と光学的に繋がっている。内視鏡(10)は、アレイ(28)から光を受信し、
光を分析する検出器Ｄを具える。アレイ(28)の複数の光学ファイバー(８)は、検出器Ｄと
光学的に繋がる。
【００１８】
　内視鏡(10)は、その回りに複数の光学ファイバー(８)が配備されるチューブ(53)を含む
のが好ましい。チューブ(53)は、図１０に示すように、チューブ(53)に沿って長手方向に
延びる溝(54)を具えるのが好ましい。複数の光学ファイバー(８)の１つが、各溝(54)内に
配備される。内視鏡(10)は、図１１に示すように、各溝内に配備された反射器(56)を有す
るプローブ(55)の先端部を含むのが好ましく、反射器(56)は溝内にあるときは、溝内の光
学ファイバー(８)からの光を反射し、アレイ(28)が患者内にあるときは、光を患者から光
学ファイバー(８)に反射する。
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　光源(51)は、干渉性光源(51)及び光源(51)からの光をアレイ(28)の複数の光学ファイバ
ー(８)に案内する手段(57)を有する。光学ファイバー(８)はシングルモードであって、図
１２及び図１３に示すように、回りに外装材(120)を有するコア(118)を有し、先端部にコ
ア(118)からの光を反射器(56)に合焦させ、反射器(56)からの光をコア(118)に合焦させる
レンズ(122)を有するのが好ましい。アレイ(28)は、透明なカバー(７)を含むのが好まし
い。
【００１９】
　光源(51)は入力アーム(58)を具え、アレイ(28)はサンプルアーム(59)を含み、検出器Ｄ
は基準アーム(60)及び検出アーム(61)を具え、入力アーム(58)、検出アーム(61)、サンプ
ルアーム(59)及び基準アーム(60)は一緒に干渉計を形成するのが好ましい。基準アーム(6
0)はRSODを使用して、干渉計に前後走査(depth scanning)及び分散補償を導入する。
　内視鏡(10)は、入力アーム(58)、サンプルアーム(59)、基準アーム(60)の対応する光学
ファイバー(８)と検出アームを光学的に一緒に結合する光学結合器(62)を含むのが好まし
い。検出器Ｄは、サンプルアーム(59)の対応するファイバー及び同じ迂回長さを有する基
準アーム(60)からの反射光からの干渉信号の濃度から、患者についての構造情報を決定す
るのが好ましい。
【００２０】
　図１７－図２２Ｃに示すように、プローブの先端部(55)は、Ｎ個の光学ファイバー(８)
を保持する走査ヘッド(１)を含むのが好ましく、Ｎは２以上の整数である。Ｎ個の光学フ
ァイバー(８)は、走査ヘッド(１)の回りに等間隔に平行に配列されるのが好ましい。プロ
ーブの先端部(55)は、各光学ファイバー(８)がＮ／３６０度の角度範囲を走査するように
走査ヘッド(１)を動かす機構(134)を含むのが好ましい。移動機構(134)は、走査ヘッド(
１)を回転させる線形運動用の機構(９)を含むのが好ましい。
　線形運動用の機構(９)は、ホルダに沿って軸方向に延びるシャフト通路(31)を有するフ
ァイバシャフトホルダを含むのが好ましく、Ｎ個のファイバチャンネル(32)はホルダの回
りにシャフト通路(31)に平行に配置され、機構(９)はシャフト通路(31)に嵌合して合わさ
る捻れシャフトを含み、該捻れシャフトが通路内を移動すると、ホルダが回転する。
【００２１】
　走査ヘッド(１)はシャフトに合わさって、走査ヘッド(１)を回転させるソケットヘッド
を有するのが好ましい。プローブの先端部(55)は、走査プローブ(50)上に配備されて、案
内ワイヤが血管、胆道及び考えられるＧＵ地域にある場合、案内ワイヤを受け入れて案内
ワイヤに追随する案内ワイヤホルダ(２)を含むのが好ましい。案内ワイヤはＧＩ地域にお
いて必要ではない。内視鏡(10)は、走査ヘッド(１)とファイバシャフトホルダとの間に配
備されて、シャフトが前進した後にシャフトを後方に押すバネを含むのが好ましい。
　本発明は、患者の血管、ＧＵ、ＧＩ即ち胆道を画像化する方法に関する。方法は、光源
(51)から、患者内に複数の光学ファイバー(８)を有する光学ファイバーアレイ(28)に光を
送信する工程を含む。患者によって反射された光を患者の外に送信する工程がある。検出
器Ｄにてアレイ(28)からの光を受信する工程がある。検出器Ｄにて光を分析する工程があ
る。
【００２２】
　ファイバーに繋がった対応する反射器(56)を用いて、各光学ファイバー(８)からの光を
反射し、光を患者から反射器(56)に繋がったファイバーに反射する工程があるのが好まし
い。光学ファイバーアレイ(28)を構成するＮ個の各光学ファイバー(８)をＮ／３６０度の
角度範囲を動かす工程があるのが好ましい。
　光学ファイバーアレイ(28)のＮ個の各光学ファイバー(８)が角度範囲を移動するように
直線運動を用いる工程があるのが好ましい。
　直線運動を用いる工程は、捻れシャフトをファイバーシャフトホルダに沿って軸方向に
延びるシャフト通路(31)を通って、Ｎ個の光学ファイバー(８)に平行な軸方向に前進させ
る工程を含むのが好ましく、ファイバーシャフトホルダは、ホルダの回りに配置されてシ
ャフト通路(31)に平行なＮ個の光学ファイバー通路(32)を含み、ホルダを回転させる。Ｎ
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個の各光学ファイバー(８)は、Ｎ個の光学ファイバー通路(32)の夫々の光学ファイバー通
路(32)に配備される。捻れシャフトは、シャフトが通路内を移動すると、シャフト通路(3
1)に嵌合して、合わさる。案内ワイヤがＧＩ地域ではなく血管、胆道及び或いはＧＵシス
テムにある場合に、案内ワイヤーホルダ(２)によって受け入れられる案内ワイヤーに沿っ
た光学ファイバーアレイ(28)を案内する工程があるのが好ましい。
【００２３】
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、偏光、空間、位置又は角度に基づいて対象物から反射した光を分析する手段を含む。
　分析する手段は、図面に記載されるのが好ましく、偏光を分析する手段は図３１に記載
され、位置を分析する手段は図１－図３０に記載され、空間を分析する手段は図３２に記
載され、角度を分析する手段は図３３に記載される。
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、偏光に基づいて対象物から反射した光を分析する手段を含む。
【００２４】
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、空間に基づいて対象物から反射した光を分析する手段を含む。
　本発明は、対象物を検討する装置に関する。装置は、光を生成する手段を含む。装置は
、角度に基づいて対象物から反射した光を分析する手段を含む。
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を有する。方法
は、偏光、空間、位置又は角度に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する
。
【００２５】
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を有する。方法
は、偏光に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する。
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を有する。方法
は、空間に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する。
　本発明は、対象物を検討する方法に関する。方法は、光を生成する工程を有する。方法
は、角度に基づいて対象物から反射した光を分析する工程を有する。
【００２６】
　本発明の動作に於いて、近赤外線の広帯域の光源(51)がアレイ(28)タイプの干渉計の入
力アーム(58)に光ビームを送る。光源(51)からのビームの外形は、環状ガウスである。コ
ネクタ(１)の前の光学部材は、ビームプロフィールを線形にし、コネクター(１)へそれを
合焦させる。アレイ(28)タイプの干渉計は、光学カプラ(62)に接続された４本のファイバ
ーアームを有する多数のファイバーに基づいた干渉計から構成される。入力アーム(58)に
入射する光は、サンプルアーム(59)、基準アーム(60)に夫々分配される。サンプルアーム
(59)内にて、光学ファイバー(８)は環状リングのように付与され(distribute)、光は光軸
に垂直な目標の血管にて合焦するだろう。基準アーム(60)に於いて、ＲＳＯＤは前後走査
及び分散補償を導入する。両アームからの反射光が同じ光路長さ、厳密に言えばコヒーレ
ンス長内に同じ光路長を有すれば、干渉が生じる。干渉信号の強度は、サンプルの構造情
報を表わす。
　特に、入力アーム(58)に関して、図１、図２及び図３を参照して、１つのビームはＳ１
から出て来て、Ｌ１によって平行にされるだろう。この点に於いて、ビーム径は、全Ｃ１
領域を横切って投影するのに十分な大きさであるが、ビームはなお、環状である。環状レ
ンズであるＣＬ１及びＣＬ２は、ビームプロフィールを線形に変換し、これはビームがこ
れ以上、環状でないことを意味するが、図２から狭いように見え、図３ではＬ１の後にビ
ームと同じ形状に見える。ＭＬ１は全ての光をＣ１上に合焦させる。
【００２７】
　これは、オープン型光学解決法(open optic solution)として知られている。
　光源Ｓ１は、ファイバ先端を有し、そこから光が空気内に発射される。Ｌ１は、コリメ
ータレンズ(122)であり、光源(51)のファイバー先端部は、光を平行にするためにＬ１の
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焦点の後ろに位置するべきである。
　ＣＬｌ、ＣＬ２は、シリンドリカルレンズである。２つのレンズ間の分離距離は、各シ
リンドリカルレンズ(122)の焦点距離の合計である。レンズは、一方向にのみビームサイ
ズを縮小する望遠鏡として働く。換言すれば、ビームのサイズは、図３から変わらない。
　ＭＬ１は、マイクロレンズアレイ(28)であり、多くの小さなレンズを有する。各小さな
レンズは、Ｃ１の各ファイバーの入口に焦点を有するように位置する。全てのマイクロレ
ンズは、同じ焦点距離を有する。Ｃ１は、線形ファイバーアレイ(28)である。
【００２８】
　入力アーム(58)の他の実施例に於いて、図４に示すように、以下がファイバーに基づく
解決法として知られている。
　光源Ｓ１は、シングルモードファイバーに接続され、該シングルモードファイバーはフ
ァイバースプリッタ(50:50)(Ｓ１)に接続される。
　第１のファイバースプリッターは１×２である。１*２のファイバースプリッターの各
出力端は１＊４スプリッター、ＳＰ１に接続される。１＊４スプリッター(第２層)の各出
力端は別の１＊４スプリッター、第３層、ＳＰ２に接続される。
第３層の出力では、ファイバーの数は３２である。３２本のファイバーが線形のファイバ
ーアレイ(28)(ＳＰ３)を構成する。
線形のファイバーアレイ(28):
　各ファイバーはシングルモード・ファイバであり、異なるカットオフ周波数を持つこと
ができる。カットオフ周波数は光源(51)の中心波長に依存する。通常は、光源(51)には８
５０ｎｍ或いは１３００ｎｍの中心波長が使用される。各ファイバーは別のファイバーに
付けられて、それらの全てが線形のファイバーアレイ(28)を形成する。
【００２９】
　Ｃ１は、多数の干渉計に接続される。各干渉計は、４本のファイバーアーム及び光学カ
プラ(62)から構成される。各アームの各端に、リニアアレイ(28)のファイバーコネクタ(
Ｃｌ、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４)がある。入射光は光学カプラ(62)によって、サンプルアーム(59
)、基準アーム(60)に夫々分配されるだろう。
　サンプルアーム(59)に関して、図５、６、７、８及び図１７に示すように、このサンプ
ルアーム(59)は、目標とする血管に入る。Ｃ２は、他端にて環状形である線形のファイバ
ーアレイ(28)に接続される。アームの全長は約２～３ｍであるだろう。光が環状の先端Ｆ
を出る時、光はＬ１によって平行にされ、次に、Ｌ２によってプローブから外向きに反射
されるだろう。
　組織からの反射光はＬ２とＬｌに追随して戻り、ファイバー先端によって集められるだ
ろう。その後、サンプルアーム(59)と基準アーム(60)から反射された２つの光は、夫々干
渉して、検知アームにて、アレイ(28)検知器Ｄによって検知されるだろう。
【００３０】
　サンプルアーム(59)は、目標である血管、ＧＩ、ＧＵ又は胆道を通り抜けると想定され
ている。Ｃ２は、他端(プローブ先端(55))(図８)にて環状形を有する線形ファイバーアレ
イ(28)に接続される。サンプルアーム(59)の全長は、１.５ｍである。ファイバーアレイ(
28)は、透明なカバー(７)材料(例:シリコン樹脂又はポリマー)によって成型されるだろう
。
　図９に示す環状のプローブ先端Ｆでは、各ファイバーは円筒状のポリマーチューブ(53)
の溝に接着剤で貼られる(glued)。各溝の形は図１０及び図１１に示される。各溝の端部
は、軸方向から４５度傾いた反射器(56)を有する。溝は微細加工技術によって作られるだ
ろう。各ファイバーは先端にレンズ(122)を有し、それはシングルモードファイバ－の被
覆加工と同じ直径を有する多数モードのファイバーを繋ぎ合わせ、次に多数モードのファ
イバーの端部を溶かして、屈曲させる(図１２及び図１３)ことによって製造される。光が
ファイバーの先端Ｆを出る時、光は溝の端部にて反射器(56)によって外向きに反射され、
次に目標とする組織領域にて合焦されるだろう。組織によって反射された光は、入射光と
同じ経路を追随して戻り、検知アームに進む。
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【００３１】
　マイクロ機械加工又はマイクロ電気機械システム(ＭＥＭＳ)及びナノテクノロジーは、
改善されたバイオマテリアル及び装置の開発にはますます一般的になっている(Macilwain
 C、”米国は、ナノテクノロジーブームを支援するために巨大な資金援助を計画する”、
ネイチャー誌、1999年;400:95、この内容は引用を持って本願への記載加入とする)。
　コンピュータマイクロチップに使用される製作方法に似ているが、ＭＥＭＳプロセスは
、エッチング、材料蒸着及び写真平板パターン化技術を組み合わせて、極めて些細な装置
を開発する(Madou、M、”微細加工のファンダメンタルズ、”CRCプレス Boca Raton、200
2年:この内容は引用を持って本願への記載加入とする)。
　ＭＥＭＳは、その小さな質量及び量、低価格及び高い機能性について、医学界で将来有
望であることが証明された。医学界で成功を収めたＭＥＭＳ装置は、白内障を削除するス
マートセンサ、シリコン神経源(neurowells)、遺伝子及び薬剤搬送用の極小針及びＤＮＡ
アレイを含む(Polla、D.L.、Erdman、A.G.、Robbins、W.P.,Markus、D.T.、Diaz-Diaz、J
.、Rizq、R.、Nam.、Y.、Brickner、H.T.、Wang、A.、Krulevitch、P.,”医学界に於ける
マイクロデバイス”Annu.Rev.Biomed.Enq.、2000年:02:551-76;McALLISTER他.、2000年、
両方はここに引用を持って本願への記載加入とする)。
　しかし、大部分のＭＥＭＳプロセスは、二次元(２Ｄ)マイクロ構成については本質的に
平面的であり、シリコン材料を処理するのには基礎的である。
他のマイクロ機械加工プロセスは、レーザービームマイクロ機械加工(ＬＢＭ)、マイクロ
放電の機械加工(マイクロＥＤＭ)及び電子ビーム加工(ＥＢＭ)を含み、(Madou、M、”微
細加工のファンダメンタルズ、”CRCプレス Boca Raton、2002年)この内容は引用を持っ
てここに本願への記載加入とする。
　金属、合金、シリコン、ガラス及びポリマーを使用するマイクロ製造装置及びマイクロ
装置は、以下に記載される(Chen、S.C.、Cahill、D.G.、及びGrigoropoulos、C.P.、”パ
ルス・レーザーによるNi-Pディスクの表面のミクロの修正に於ける過渡融解及び変形”J.
Heat Transfer、１２２巻(no.1)107-12頁、2000年;Kancharla、V.及びChen、S.C.、”生
分解性高分子のレーザーマイクロ機械加工による生物分解性のマイクロデバイスの組立て
”Biomedical Microdevice、2002年、Vol.4(2):105-109頁; Chen、S.C.、Kancharla、V.
、及びLu、Y.、”バイオ医学に適用する生分解性高分子のレーザーに基づいたマイクロス
ケールのパターン化”in press International J. Nano Technology、2002年;Zheng、W.
及びChen、S.C.、”連続的なフロー、ナノリットル規模のポリメラーゼ連鎖反応システム
”Transactions of NAMRC/SME、30巻、551-555頁、2002年;Chen、S.C.、”熱伝導に基づ
く連続的なフロー、ナノ・リットル規模のポリメラーゼ連鎖反応システムのデザイン及び
分析”BECON、2002、これらの全ては引用を持って本願への記載加入とする)。
【００３２】
　アレイ(28)については、基材として、１.５ｍｍの直径を有するステンレス鋼シリンダ
が選択される。直径は血管への適用には１.０ｍｍが選択され、GU、GI及び胆管への適用
にはより大きな、所望ならば３.０ｍｍまでが適用される。マイクログローブ及び反射面
の両方は、集束イオン機械加工道具を用いるマイクロ電子放電マシン(マイクロEDM)及び
マイクロフライス(micro-milling)によって機械加工される。反射面の反応性を高めるべ
く、ステンレス鋼シリンダは電子ビーム蒸着を用いて蒸着アルミニウムで被覆される。
　図１４に示す基準アーム(60)に関して、光はコネクタＣ４を出た後にＬ１によって平行
にされ、回折格子(Ｇ１)によってスペクトル分光され、ミラー(ＧＡ１)に合焦される。
ＧＡ１を振動させることにより、光路長さは前後走査ができるように、変更される。
【００３３】
　現行の技術を用いて基準アーム(60)を構築する多くのオプションがある。基準アーム(6
0)の非常に簡単な形は、正弦波を用いる機能生成器によって駆動されるボイスコイル上に
取り付けられるただのミラーである。光はミラーによって背後に反射され、ミラーの位置
は光路長さを変える。この光路長さの変化により、目標とする組織の前後走査ができる、
なぜなら干渉は両方のアームが同じ光路長さを有するときにのみ起こるからである。基準



(13) JP 2008-541989 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

アーム(60)は、簡単なものよりも一層複雑であることが好ましい。これは、迅速走査光学
デレイ(ＲＳＯＤ)と呼ばれ、迅速な前後走査と分散補償を行うことができる。
　線形アレイタイプのビームは、Ｃ４から出発し、Ｌ１によって平行にされる。ミラー(
Ｍ１)はビームを回折格子(Ｇ１)に反射し、該回折格子は高帯域光源をスペクトル的に分
配する。スペクトル的に分配された光は、レンズ(12)によってガルボノミラー(ＧＡ１)上
に合焦される。
　Ｇ１とＬ２間の分離は、色分散程度の量を決定し、通常はファイバーによって引き起こ
される材料分散も補われる。走査ミラーの中心から離れるビームは、２つの反射した光が
干渉した後に出現する周辺周波数(fringe frequency)を決定する。ＧＡ１から反射された
光は、Ｌ２、Ｇ１に進み、Ｍ２に進む。その後、光は入ってくる経路に続いて後方に反射
され、Ｃ４に戻って繋がる。
【００３４】
　検知アームについて、図１５及び図１６に示すように、光はコネクタＣ３を出た後に、
Ｌ１によって平行にされて、環状になる。ＣＬ１とＣＬ２の組み合わせにより、ビームは
一面(水平)では線形に見える。マイクロレンズアレイ(ＭＬ１)は、光をアレイ(28)の検知
器Ｄ上に合焦させる。
　図１７、図１９a、図１９bに示すように、走査プローブ(50)は走査ヘッド(１)、ファイ
バーシャフトホルダ(３)、捻れシャフト(４)、透明なカバー(７)、ガイドワイヤーホルダ
ー(２)及び直線運動用機構(９)で構成される。この実施例に於いて、走査ヘッド(１)は光
ファイバー(８)を含んでいるファイバー束を保持するのに適しており、光ファイバーは走
査ヘッド(１)の周りに平衡に配列され、等間隔に離れている。動作に於いて、各ファイバ
ーは１８度の角度範囲で捜査するように設定されている(３６０°÷２０°＝１８°)。反
射面(11)は、走査ヘッド(１)上で形成され、各光ファイバー(８)の中心軸へ４５度を向き
、反射面はファイバー束からの光をガイドし、光を透明カバー(７)を通って向ける。
【００３５】
　走査ヘッド(１)は、前後１８度に回転するように構成されている。前後回転は、ＯＣＴ
システムによって得られる操作機能を実現する。この前後回転の機構は、後記する。
　ファイバーシャフトホルダーは、略多重管状構造である。それは、ファイバーシャフト
ホルダーの中心軸に沿って延びる１つのシャフトチャンネルと、ファイバーシャフトホル
ダー(３)の周りに平行に配列された２０のファイバーチャンネル(32)を具えて形成される
。光ファイバー(８)は各ファイバーチャンネル(32)を通って延びる。シャフトチャンネル
(31)は、円形の断面形状を有する。シャフトチャンネル(31)の上端部では、シャフトチャ
ンネル(31)は開口である、しかし、開口の形状は円形の断面積から矩形の断面孔(311)に
縮められる。この構造的構成の理由は、捻れシャフト(４)の記載とともに記載される。
【００３６】
　捻れシャフト(４)は、矩形の断面積を有し、ファイバーシャフトホルダー(３)の矩形の
断面孔の形状と同じである。その名前で示されるように、シャフト(４)はシャフトの中心
軸に沿って部分的に捻れ、非捻れ部分(41)と捻れ部分(42)に分けられる。組立状態に於い
て、シャフト(４)はファイバーシャフトホルダー(３)の矩形の断面孔を通り、矩形の断面
孔を介して前後にスライドすることができる。矩形の断面孔の面と捻れシャフト(４)の相
対的な動きは、前後回転を実現する機構を形成する。その理由は、シャフト(４)の捻れ部
分(42)が矩形の断面孔を通ってスライドするとき、シャフト(４)自体はシャフトの中心軸
に沿って回転することを強いられて、矩形の断面孔の面と捻れシャフト(４)の一致に適合
する。特に、シャフト(４)及びホルダ(３)は、直線運動を回転運動へ伝えることができる
機構(９)を構成する。
【００３７】
　記載は、走査ヘッド(１)に焦点を当てる。走査ヘッド(１)は矩形状のソケット(12)を有
し、ソケットは捻れシャフト(４)の断面積と同じ断面積を有する。矩形状のソケット(12)
は、捻れシャフト(４)の非捻れ部分(41)を覆うチャンネルを付与し、非捻れ部分(41)をし
て、矩形状のソケット(12)内部を前後移動させる。シャフト(４)の動作範囲は、捻れ部分
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(42)が走査ヘッドの矩形状のソケット(12)に進まないように制限される(それは幾何学的
な誤った組合せに帰着するだろう)、しかし、捻れ部分(42)はファイバーシャフトホルダ
ーの矩形の断面孔と接触するのみである。上記の記載によれば、シャフト(４)の動作は、
線形要素(Ｖ)及び角度要素(ω)から構成される。矩形状のソケット(12)及びシャフト(４)
の非捻れ部分(41)の形状について、シャフトの動作の線形要素(Ｖ)は、走査ヘッド(１)の
動作には寄与する(表面間の摩擦にかかわらず)、しかし、角度要素(ω)は寄与する。走査
ヘッド(１)は、捻れシャフト(４)の回転運動とともに前後に回転し、換言すると、捻れシ
ャフトのファイバーシャフトホルダー(３)に対する線形前後運動に起因する。結果として
、走査ヘッド(１)は、捻れシャフト(４)によって付与される前後の線形運動から伝えられ
る前後の回転運動を付与する。
【００３８】
　ガイドワイヤーホルダ(２)は、走査プローブ(50)を、検知された血管、胆管及び恐らく
ＧＵが適用される検査される部分へ案内するのに用いられるモジュールである。ＧＵ地域
については、ガイドワイヤは一般に用いられない。動作に於いて、ガイドワイヤ０１即ち
”案内組織”は、それまでに、人間の血管の特定のルートに沿って配置され、ＯＣＴシス
テムの走査プローブ(50)についての軌跡が形成される。ガイドワイヤーホルダ(２)は、走
査プローブ(50)がガイドワイヤ０１によって形成される軌跡に沿ってのみスライドするよ
うに走査プローブ(50)を抑制する。従って、走査プローブ(50)は検査されるべき患者部分
に案内される。
　ガイドワイヤーホルダ(２)及びホルダ(５)は、走査ヘッド(１)のベアリングとして機能
する。それらは、走査ヘッド(１)の動きを抑制し、安定させる。同様に、圧縮バネ(６)が
走査ヘッド(１)とファイバーシャフトホルダー(３)の間に配備される。圧縮バネ(６)は組
み立て状態で軽く押され、走査ヘッド(１)をホルダ(５)に対して押し、軸方向の位置決め
エラー(△ｄ)に帰着する、走査ヘッド(１)の軸方向の想定されるあらゆる動きを減じる。
圧縮バネ(６)が走査ヘッド(１)及びファイバーシャフトホルダー(３)の間にトルクを供給
するのが好ましい。圧縮バネ(６)は夫々走査ヘッド(１)及びファイバーシャフトホルダー
(３)に接続される両端部を有する。圧縮バネ(６)は組立て状態で軽く捻られる。この手段
によって、圧縮バネは前後に回転する機構にトルクを付与し、回転機構のバックラッシュ
(例えば、矩形状の断面孔とシャフトの公差に起因して)は、合成角度の位置決めエラー(
△θ)と同様に除去される。
【００３９】
　シャフトチャンネル(31)の断面形状は円形であることに注意されたい。シャフトチャン
ネル(31)に関して、捻れシャフト(４)は捻れ部分(42)の端部にシリンダ部(43)を具えて形
成される。シリンダ部(43)及びシャフトチャンネル(31)は、ピストンのような動作を行う
。捻れシャフト(４)の上向き動作に於いて、形状の違いにより、シリンダ部(43)は、ファ
イバーシャフトホルダー(３)の矩形の断面孔の端部(33)で阻止され、捻りシャフト(４)の
上側ストッパを構成する。他方では、下側ストッパ(34)がシリンダ部(43)の下向き移動を
阻止すべく配備されている。上側及び下側ストッパは、走査ヘッド(１)の角度動作を制御
するのと同様に、捻れシャフト(４)の動作を制御するのに役立つ。
【００４０】
　従来技術には、捻れシャフト(４)を押し引いて線形運動を精製する機構に力を付与する
ことができる多くの方法がある。しかし、水力、特に流体圧は以下の利点によって好まし
い。
１．水力の線形機構(９)にエネルギーを与えるのに、走査ヘッド(１)に電気が送信される
ことが要求されない。電磁気システム(特に、幾つかのマイクロモータ)のような幾つかの
機構は、電気エネルギーを機械的モーメントに変換するために、エネルギーを与えるのに
電気のみならず、更なる要素、例えばコイル又はマグネットを走査ヘッド(１)に組み込む
ことを要求する。電気の使用は医療的な問題から好ましくなく、更なる要素が要求される
ことは、製造する上での技術的な困難さ及びシステム全体の複雑さを増長させる。圧電材
料を具える機構のような、他の幾つかの機構は、小さなスペース及び簡単な構造で構成す
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ることができる。しかし、それらは、まだ必要なモーメントを生成するのに大きな電圧を
受信する必要がある。
２．水力機構(９)は、スペースを殆どとらない。
【００４１】
　水力機構(９)の構造は、図１８(a)及び図１８(b)に示されている。水力機構(９)は、水
のような液体を案内する単純な液体導管であり得て、シリンダ部(43)及びシャフトチャン
ネル(31)で構成されたピストンシステムを押すか引く。ピストンシステムのギャップを通
る漏れがあ好ましくない問題に帰着し得ることを考慮すると、水力機構(９)は、重合体の
薄膜によって作られたマイクロバルーン(91)で構成されるのが好ましい。図１８(a)及び
図１８(b)に示しように、バルーン(91)が平坦(図１８(a))である場合、捻れシャフト(４)
は低い位置にある。水がピストンシステム内に送り込まれると、バルーン(91)は膨張し、
捻れシャフト(４)は１８度回転(図１８(b))して、上側位置に向けて押される。必要な往
復運動は、マイクロバルーン91の水平状態及び膨張状態を切り替えることにより生成する
ことができる。
【００４２】
　シングルファイバーＯＣＴシステムについて、６回転/秒(６Ｈｚ)の走査速度は満足な
ものである[Andrew M.Rollins他、”新規性のある効率的な干渉計構成を用いた内視鏡検
査法の光学の干渉断層撮影法の使用による人間の胃腸の超微細構造のリアルタイムの生体
内のイメージング”、OPTICS LETTERS、２４巻、No,１９、１９９９年１０月１９日、こ
の内容は引用を持って本願への記載加入とする]。
　これは、OCTシステムが、血管の断面データを示す少なくとも６つの写真を１秒間提供
することができることを意味する。走査プローブ(50)は、２０のファイバーを有し、満足
な走査速度は０.３Ｈｚに減じられ(６÷２０＝０.３)、それは水力の作動システムによっ
て実現されるのがより遅く、より容易である。理想的には、最適な画像解像度には、１５
枚の写真／秒が必要である。
　走査プローブ(50)は連続的に回転するよりは、前後に動くやり方で作動し、システム全
体が定常状態に達するときに、走査ヘッド(１)の角速度は一定にならない。従って、動作
中は、走査されたデータが属する角度位置を解明するのと同様に走査ヘッド(１)の角度を
検知することも、重要な問題である。走査ヘッド(１)の角度は、ポンプシステムの出力作
動力を以前の実験から得られた参照カーブと比較することにより、簡単に近似することが
できる。
　より正確な検知は、光信号のフィードバックの分析によって得ることができる。例えば
、フィードバック信号の光ドップラー効果の分析は、他の方法である[Volker Westphal他
、”リアルタイムの、高速解像度カラードップラ法の光学の干渉断層撮影法”OPTICS LET
TERS 27巻 No.1、２００２年１月１日、この内容は引用を持って本願への記載加入とする
]。
【００４３】
　捻れシャフト(４)は、当該技術分野で周知の正確なＣＮＣ機械加工によって形成される
。薄い丸シャフト、最小の直径１.０ｍｍが、機械加工の前に固有の材料として使用され
得る。生産については、円形シャフト体の２つの端部が留められ、その中央部が正確に挽
かれ、中央部上に４つの直交面が生成される。図２０(a)に示されるように、平面は捻れ
シャフト(４)の矩形の断面を形成する(この工程に於いて、長いシャフトを形成する)。挽
くことに続いて、シャフトを保持している２つのクランプの１つが、他のクランプに対し
て回転し、シャフトを中心軸の回りに特定の角度捻る。捻れシャフト(４)の捻れ部分が形
成される。
　捻る工程に続いて、回転したクランプは、シャフトの弾性ひずみ(弾性ひずみが残って
いる状態で)を取り除く為に解放されて、クランプは再び締め付けられる。図２０(b)に示
すように、次の工程ではシャフトはまだ丸部分の片側にて挽かれ、それによって捻れてい
ない他の矩形部分を生成する。
【００４４】
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　シリンダ部(ピストンとして役立つ)は、シャフトの円形部分から形成される。中心軸と
シリンダ部の直径を定める(fix)ために、正確なラザーリング(lathering)が更に使用され
る。図２０(c)に示すように、シャフトの短い部分だけが必要である。シャフト部の残り
の部分が切断される。
　図２１(a)に示すように、ファイバーシャフトホルダー(３)は、２つの部分Ａ及びＢに
結合される。部分Ａは実際はカテーテルの本体である。カテーテルの断面部は、図２１(b
)に示され、カテーテルはファイバー光業界で一般に用いられるケーブル押出し技術によ
って製造される[Optical Cable Corporationのホームページを参照]。カテーテルの中央
チャンネルが用いられて、以前に言及された液体の駆動を案内する導管となる。また、プ
ローブの先端に出入する空気流れを案内するのに用いられる幾つかの導管があり、OCTシ
ステムの内側の空気圧とバランスをとる(動作中は、プローブ先端部の自由量は、捻れシ
ャフト(４)が動いている間に変化する)。導管の直径は、捻れシャフト(４)のシリンダ部(
43)の直径に等しい。
【００４５】
　図２１(a)の部分Ｂは、ファイバーを保持する縁(Ｂ１)と矩形の中央開口(Ｂ２)を有す
る。この部分は、当該業界で一般に用いられる穴開け技術を用いることにより、金属から
作られる。組立て状態に於いて、部分Ａと部分Ｂは、エポキシのような接着剤を用いて接
続される。捻れシャフト(４)を低位置に規制するのに必要な低い方のストッパは、マイク
ロバルーンの形成とともに形成される。
　重合体材料(ＳＢＳのような)を用いるマイクロ成形は、走査ヘッド(１)を製作するのに
用いられる。マイクロ成形の工程は、一組のマイクロ成形型を必要とする。この場合、フ
ァイバー溝(54)及びファイバー溝(54)の端部での反射面(11)は、１８の端部(図２２(a))
を有する１組のマイクロ成形型によって実現することができ、その各々には図６(b)に示
す図形がある。同様に、中央の矩形のチャンネルは、捻れシャフト(４)を製造する装置に
よって作られた矩形のシャフトによって成形される。組立の利便上、走査ヘッド(１)は予
め図２２(c)で示す図形を具える。走査ヘッド(１)の残りの部分は、光ファイバー(８)が
整列するのを案内し、手助けする。ＵＶ接着剤が、光ファイバー(８)の位置を固定するの
に用いられる。走査ヘッド(１)の残りの部分は、光ファイバー(８)が組み立てられてから
、切断される。
【００４６】
　他の実施例に於いて、レーザービームは、マイクロミラー(210)の表面上の少なくとも
３つの異なる箇所を連続的に加熱し、図２３－図２５にディスクとして示される。マイク
ロミラー(210)はこの種の非対称加熱工程に対応したワブリングを付与し、入射光(加熱レ
ーザーの他に)は、揺動する方法で向け直される。
　加熱工程は、マイクロミラー(210)の必要な回転時間に対応する。
 マイクロミラー(210)は、第１層(212)及び第２層(214)(図２３)の２つの層を具える。２
つの層の少なくとも１つは、レーザー光線を用いることによって、構造の変形(短縮又は
は拡張)を生成することができる。両方の層がレーザー光線によって変形可能である場合
、同じレーザー光線に対する２つの層の感度は、互いに異なるように設定される。図２４
は、マイクロミラー(210)の斜視図である。
【００４７】
　マイクロミラー(210)が、レーザービームで照らされる場合、層に拡張又は短縮がある
だろう。層内の拡張又は短縮が異なる程度であるから(１つの層のみが変形する、又は２
つの層が異なる程度で変形する)、マイクロミラー(210)の全体構造が捻られるだろう。
　例えば、図２５にて、パイでマークされた部分が、レーザービームで照らされるとき、
図２６に示すような変形が生成される。第１層及び第２層(212)の材料は、金属又は感光
性ポリマーであり得る。
【００４８】
　例えば、金属層の場合、第１層(212)はポリシリコンであり、第２層(214)は金である。
層内の拡張又は短縮のメカニズムは、熱膨張である。金属はレーザービームのエネルギー
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を吸収し、加熱される。２つの層の熱膨張係数が異なることにより、構造は捻られ又は曲
げられる。これは、図２６に示すようなミラーの旋回に帰着する。
　感光性ポリマー、例えば液晶材料の場合、層内側の拡張又は短縮のメカニズムは、材料
の位相変化である。レーザービームの照射の下、重合体の分子は位相変化を受け、材料の
化学的構造は変形し、構造的な変形が生じる。次に、金属層の場合と同様に、２つの層の
変形の程度は異なり、マイクロミラー(210)の構造内の捻れ又は曲げ効果があり、図２６
の効果が達成される。
【００４９】
　レーザーエネルギーを用いることにより、構造が捻られ又は曲げられるとき、図２４に
示すミラーの表面は特定の方向へ傾けられる。従って、レーザーエネルギー入力を制御す
ることにより、マイクロミラー(210)の方向を制御することができる。
　レーザー光線の用途を制御する方法は、マイクロミラー(210)の位置をレーザービーム
によって照射されるように選択し、レーザーの強度を制御することである。位置を制御す
ることにより、ミラーの傾き方向を制御することができ、強度を制御することにより、マ
イクロミラー(210)の傾き角度を制御することができる。
【００５０】
　図２５及び図２６について、レーザーが照らす位置(図２７)を連続的に変えることによ
り、マイクロミラー(210)の傾き角度は連続して変えられる(図２８)。即ち、マイクロミ
ラー(210)はレーザー照射の位置を変えることによって回転される。
　これはレーザー駆動されるマイクロミラー(210)の回転メカニズムである。
　全ＯＣＴシステム(図２９)の組立に関して、マイクロミラー(210)はプローブカバーの
先端部に接続されたベース(21b)上に取り付けられる。ファイバーとミラーの間に目標物
はない。検知光を案内するのに用いられるファイバー(１)は、ＯＣＴプローブの他の実施
例で用いられるのと同じファイバーである。検知光は、マイクロミラー(210)の表面を傾
けることによって向け直され、ミラーを傾け及び回転させることによって、回りを走査す
ることができる。ファイバー(２)は、駆動されるレーザー光を案内するのに用いられる。
示されるように、少なくとも３本のファーバー(２)が必要である。ファイバー(２)は順々
にレーザーを発射し、図２７及び図２８に示すような連続的な傾き効果を生成する。
【００５１】
　レーザー駆動するＯＣＴプローブの他の特徴は、他の実施例で記載したものと同じであ
る。例えば、ファイバー、及び複数のファイバー(２)は、ファイバーシャフトホルダ(３)
に配備される。
　当該技術分野で当業者に周知である半導体技術によって製造された後に、ミラーは基材
(通常はシリコン基材)上に形成される。基材がベースを形成する。次に、小片がベースか
ら切断され、小片はダイサーを用いて基材からミラーを持ち出す。小片は接着剤(例えば
、エポキシ)によってチップの先端部に取り付けられる。
【００５２】
　本実施例では、検知光を搬送するのに唯１本のファイバー(１)で十分である。動作中は
、検知レーザーの円形の走査形状が実現される。図３０に示すように、検知レーザーは、
ミラーの中心に集中しない。その代わりに、以下が定数で残る：(１)ｄ、ミラー中心と検
知光の軸間の距離(２)アルファ、ミラー表面と検知光の軸間の角度。開ループシステムが
位置をフィードバックするのに用いられて、３本のファイバー(２)からレーザー出力の周
期的な変化を適切に整え、定数アルファとｄを実現する。
　位置制御は、１本のファイバー(２)を作動させることよりも、複雑である。特に、マイ
クロミラー(210)は、ファイバー(２)からのレーザーエネルギーに機械的に応答する期間
を必要とする。喩え、何時及び何れのファイバー(２)がレーザー・パワーを発射していて
も、ミラー面情報の正確な方向は保証することができない。
【００５３】
　ミラーの絶対的な位置は実際に必要ではない。その代わりに、速度制御が走査ミラーの
回転を制御するのに使用される。例えば、外側から回転する伝送ケーブルによって駆動さ
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れるミラーの場合、ミラーの正確な位置は重要ではなく(ケーブルの追随性によるケーブ
ル伝送の遅れによって影響される)；ミラーの”相対的位置”が既知であるように、ミラ
ーの回転期間が制御される。反射された検知レーザーから連続的なデータ流れを受信した
後に、血管の断面画像は、一連のデータを回転期間に単に適合させることにより構築され
る。
　本実施例に於いて、動作は類似している。異なるのは、マイクロミラー(210)は回転機
によって作動されず、熱変形可能な３つのバイモルフ片持ち梁によって作動されることで
ある。これにより、制御は一層複雑になる。ファイバー(２)の１本のみが一度に発射(fir
e)するとすれば、ミラーが必要な円形輪郭を走査することができなければ、非常に異なる
だろう。
  その代わり、異なるパワーを有する３本のファイバー(２)が一緒に発射して、異なる状
態の３つの片持ち梁が一度に曲がって、円形の走査輪郭に合うことが必要である。３つの
片持ち梁は、３本のファイバー(２)によって個々に駆動され、血管の壁上の円形の走査輪
郭を実現する特定の曲げパターンと協働する。
【００５４】
　マイクロミラー(210)に関する他の実施例は、ファイバー(１)及びファイバー(２)は逆
にされて、チューブの中心軸に沿って配備されるのが好ましい１本のファイバー(２)から
治療エネルギーが来る。複数のファイバー(１)がチューブの周囲の回りに配備される。マ
イクロミラー(210)がファイバー(２)からのレーザービームによって照射されるとき、レ
ーザーエネルギーはミラーを曲げさせる。
　レーザーの強度又はレーザーのパルシングを変更することにより、プローブ先端部をそ
れが取り付けられている箇所にワイヤで結ぶ動作をマイクロミラー(210)に導入すること
ができ、前後移動させ、このように複数のファイバー(１)が、問題とする患者の領域の内
側を走査することができる。
【００５５】
　熱膨張材料は普通は、温度が１００℃上がると、～５％延びる。ＯＣＴの内側の材料の
長さは、当初は２０ｍｍであり、従って、１ｍｍの熱膨張を生じる。
　感光性ポリマーと形状記憶高分子を含むポリマーは、１００％以上の光誘起延長又は収
縮を生成することができる。ＯＣＴの内側の材料は、当初は１ｍｍであり、従って、更な
る１ｍｍの熱膨張を生成することができる。
【００５６】
当初
　光学的断層計測は、スペクトル的に分解された帯域幅にて特定され、それはスペクトル
的に分解可能なセルの数と等しい。各スペクトル的に分散可能なセルは幅δνを有し、装
置にて分解可能なセルの数は、Ｎinstrument＝Δν／δνであり、ここでΔνは光源の有
用な光学的帯域幅である。光学的断層計測が分解可能な群遅延時間(group-time delays)
の範囲は、Δτinstrument＝１／δνで与えられる。光学的断層計測が分解可能な最短の
群遅延時間は、Δτcoherence＝１／Δνである。光学的断層計測が分解可能なスペクト
ル的に分散可能なセルの数は、Ｎinstrument＝Δτinstrument／Δτcoherenceで与えら
れる。
　対象物内の１　ＯＣＴ　Ａ－走査が画像化されるには、スペクトル的に分解可能なセル
の要求は、ＮA-scan＝ΔＺ／ＬCであり、ＬCは～Ｃg／Δνであり、ΔＺは画像化深さで
あり、ＬC(干渉長さ)及びＣgは対象物内の光の群速度である。
【００５７】
　ＮA-scan＝ΔτA-scanΔν
ここで、ΔτA-scan＝ΔＺ／Ｃgは、光が対象物の最も表面的な箇所から最も深い位置(画
像化されるべき)に伝搬する往復伝搬時間である。
　幾つかの光学的断層画像化装置については(例えば、狭い線幅で調整可能なレーザー源
又は高分解分光計を用いる装置)、
Ｎinstrument／ＮA-scan＝Δτinstrument／ΔτA-scan＝Δν／δν＞＞１
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　上記の条件は、３つの方法で述べることができる。
a) 装置がスペクトル的に分解可能なセルの数(Ｎinstrument)は、１つのＡ－走査(ＮA-sc

an)に要求される数よりもずっと大きい。２) 装置が分解可能な群遅延時間の範囲(Δτin

strument)は、１つのＡ－走査(ΔτA-scan)の群遅延時間よりも大きい。３) 光源の有用
な光学的帯域幅(Δν)は、装置の分解可能な各セルのスペクトル的な幅よりも大きい。
　装置は、１つのＡ－走査に要求されるセルよりも、多くのセルを分解することができる
から、多重化技術がここに提起されて、光学的断層装置によって生じる容量(帯域幅)を搬
送する情報を有効に利用する。
【００５８】
　用いられる多重化技術の選択基準は、一部はＮinstrument／ＮA-scan＝Δτinstrument

／ΔτA-scanの比によって導き出される。より大きな比によって、可能性のある多重化技
術の選択の幅が広がり、多重化される領域(偏光、空間、角度、時間)の候補が多くなる。
　更に、丁度１つの領域にスペクトル情報を多重化することは、唯一の想定されたアプロ
ーチではない。一般に、更なるスペクトル情報は、多数の領域に分解される(例えば、偏
光及び空間)。
【００５９】
特定の情報
　A.偏光：更なるスペクトルのセルは、図３１に示すシステムを用いて、偏光領域内にて
情報を記録するのに用いられる。ポアンカレ球上(Poincare sphere)にて９０度離れた少
なくとも２つの入射する偏光状態が、干渉計に入力される。血管壁又は神経繊維層のよう
なサンプルから反射された光の偏光痕跡は、血小板又は疾患した神経繊維層のような材料
の既知の偏光痕跡と比較される。次に、反射された光及び光が反射された材料は識別され
る。ＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１２７７３号に記載されたファイバー搬送
システムが用いられ、この内容は引用を持って本願への記載加入とする。
【００６０】
　このアプローチの動作理論は、ミューラー行列又はスペクトル的に分解されたジョーン
ズ微積分を用いて記載される。スペクトル的な領域光学的干渉断層撮影(ＳＤ－ＯＣＴ)装
置の検知路にＦＯＳＰＩを挿入することにより、干渉計の基準／サンプル／検知経路内に
他のどんな偏光制御要素及びサンプル上の光の入射状態を予め知ることなく、標本内の特
定の深さで後方散乱した光の全てのストークスパラメータが得られる。
　この構成に於いて、２つの要因がスペクトルの変調を決定する。１つは、共通の経路Ｓ
ＤＯＣＴにより導入される基準面と参照面との間の光学的経路長さの差(Δν)であり、も
う１つはＦＯＳＰＩ内の位相遅延システムによって生成されるφ１(ν)とφ２(ν)の位相
差である。従って、時間遅延領域内の現存の１つのチャンネル偏光感受性(ＰＳ)ＳＤ－Ｏ
ＣＴからの出力は、ＦＯＳＰＩからの出力及びＳＤ－ＯＣＴからの出力の畳み込みである
。
【００６１】
　干渉計の出力に於ける光のストークスパラメータは、
Ｓi＝Ｓi,1＋Ｓi,2＋Ｓi,i

ここで最初の２つの項目は、夫々基準経路及びサンプル経路からの光のストークスパラメ
ータせあり、最後の項目は干渉が寄与するものである。位相差δ及び角度αを向いた速軸
(fast axis)を有する複屈折サンプルを考慮されたい。次に、サンプル(Ｓi,2)及び干渉(
Ｓi,i)からの光のストークスパラメータは、基準Ｓ0、1、Ｓ1、1、Ｓ2、1、Ｓ3、1からの
光のストークスパラメータについて計算される。
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【数１】

　サンプルの反射係数ｒs及びサンプルと基準経路間の光学的経路長さの差Δを用いる。
ここで、Δの三角関数を含む用語は、基準経路からの光とサンプル経路からの光間の干渉
を表す。
【００６２】
　複屈折サンプルについて、ＦＯＳＰＩを通過するＳＤＯＣＴから測定される強度は、次
に、干渉信号について以下のようになる。
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【数２】

式(３)のフーリエ変換は、夫々Δ、Δ±φ２、Δ±(φ２－φ１)、Δ±(φ２＋φ１)に中
心がある正の光学的経路長さの差の領域に７つの要素を付与する。各要素のフーリエ逆変
換は、以下の如くなる。
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【数３】

　式(２)と比較すると、式(４)の実数部は、Ｓ0、i／４を付与し、位相をφ2だけシフト
した後の式(５)の実数部はＳ1、i／８を付与する。同様に、Ｓ2、i／８及びＳ3、i／８は
、式(６)から式(７)の実数部を取り、夫々式(６)と式(７)について、－(φ２－φ１)及び
－(φ２＋φ１)だけ適切な位相シフトした後に、式(６)と(７)の虚数部を加えることによ
り得られる。更に、単純な計算により、入射する偏光状態を知ることなく、サンプルの複
屈折δ故に位相差が得られる。式(４)の実数部、式(５)の虚数部、式(６)から式(７)を引
いた虚数部は、夫々－Δ、－(Δ＋φ２)、－(Δ＋φ２－φ１)及び－(Δ＋φ２＋φ１)だ
け位相シフトした後に、以下となる。
【数４】

三角関数の恒等式を用いて、以下の式が得られる。
　　tanδ／２＝２ＳＱＲＴ((９)2＋(10)2)／(８)                       (11)
　複屈折サンプルの複屈折による位相遅延[図３６]及び速軸角度[図３７]は、上記に式を
用いてガラス窓の背面と複屈折サンプルの背面間の干渉から推定された。この測定に於い
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て、複屈折サンプルは、０度から９０度まで５度区切りで回転された。大凡の３４.０６
±２.６８度のワンパス位相遅延は、製造業者の仕様から推論した値と一致する(３１.４
度)。大凡の速軸角度は、図４１(b)に示され、複屈折サンプルの向きに対して描画される
。
【００６３】
　結果は、偏光多重化の実際的な実証を示す。
Ｂ． 空間的又は側方位置
　更なるスペクトルセルは、下記のシステムを用いて、空間内の情報又は側方位置領域を
記録するのに用いられる。
１．既存の多重ファイバーのアプローチ(上記)
２．空間的に走査された光
　ファイバーに基づく空間多重型掃引源ＯＣＴ(ＳＭ－ＳＳ－ＯＣＴ)システムの実験的な
セットアップの概略は、ＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０１２７７３号に記載さ
れたシステムを用いて、図３２に示され、この内容は引用を持って本願への記載加入とし
、頂部は各位置について少なくとも１００回回転するのが好ましい。
【００６４】
　１５０ｋＨｚで特定されたＦＷＨＭスペクトル線幅を用いて、１５２０―１６２０ｎｍ
の波長領域(λo=１５７０ｎｍ)で作動する調整可能なレーザー及びスペクトラム・分析器
(TLSA1000、Precision Photonics社)は、照明源として使用され、スプリアス反射からレ
ーザーを保護するために光学的絶縁体を配備している。
　レーザー出力は、２×２のファイバーの基端部があるカプラー(干渉計)の１本の腕へ連
結される。５０％－５０％カプラーは、夫々基準アームとサンプルアームにて使用される
２つの略等しい部分へこのビームを分割する。基準アームは、不変の経路長さを有し、フ
ァイバーの基端部があるカプラーへ戻り入射した全ての光を反射する固定したミラーから
単に構成される。
　干渉計のサンプルアームを出射する光は平行にされ、走査検流計及び合焦用レンズによ
ってサンプルを横切って走査された。走査検流計と合焦用レンズは、組織の側位置を素早
く走査するために使用される。ＴＬＳＡ　１０００は、大凡１秒で１回の完全な波長掃引
を終える。この時間内では、検流計は、組織の全ての側位置を数百回掃引するようにプロ
グラムされる。サンプルから戻ってくる光は、ファイバーの基端部がある干渉計内の固定
基準からの光と干渉し、且つ合成スペクトルの干渉信号(サンプルアームと基準アームの
反射間のパス長さの変化による)は、システムの検知アームに置かれた光検出器によって
検知される。
　電気的な出力はデジタル化され、個々のＡラインのスペクトルデータの非均一フーリエ
変換(ＮＵＦＴ)により、サンプル反射率の深さの外形が得られる。図３４及び図３５は、
空間的に多重なＯＣＴシステムで記録された１００ミクロンの厚いスライドの画像である
。画像は、サンプルから返る光の強度が線形のグレイスケールで表示される１つの画像(
図３４)についてのみ同じ対象物(顕微鏡カバーグラス)であり、その一方、他の画像(図３
５)は強度の対数によって表示される。
Ｃ. 角度:
更なるスペクトルのセルは図３３に示されたシステムを使用して、角度領域に情報を記録
するために使用され得る。
【００６５】
　図３３は、マルチファイバー角度領域ＯＣＴシステムを記載する。周波数掃引源Ａの出
力は、スプリッターＢを介して、ｎ本のファイバーへ分配される。光は循環器Ｃを通って
、平行にされ、レンズを介して合焦され、組織に接触し、多数のファイバーの何れかの中
に反射される。各経路についての基準反射器が各ファイバーセグメントへ導入される。例
えば、基準反射器は、各ファイバーセグメントのターミナル端部に位置するすることがで
きる。各ｉ番目の入力ファイバーセグメントについて、組織からｊ番目のファイバー内に
後方散乱した光と、ｊ番目のファイバーからの基準反射間にて干渉が形成される。
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　Ｎ本のファイバーについて、Ｎ2干渉縞が各対応する入射角(αi)及び後方散乱角(βj)
に形成される。スペクトル領域の光強度は、次にＡＤＣボードに出力するフォト受信器に
よって電圧に変換され、電圧はコンピュータ内にて読まれる。このシステムにより、標本
内の及び標本からの個々の光路の位相感受型角度に分解された画像が可能となる。空間周
波数変形(例えば二次元のフーリエ変換)の使用を用いて、側面構造がサブ波長分解能で画
像化される。
【００６６】
Ｄ. 空間角度の組み合わせ(例えば、Ｘ次元－空間、Ｙ次元－角度)
　空間と角度の次元は、空間と角度の両方の更なるスペクトルセル画像を用いるシステム
を形成すべく組みあわされても良い。
　例えば、追加のスペクトルのセルは、１次元(例えばＸ)で位置情報データを記録し、及
び直交次元(例えばＹ)で角度情報を記録するのに使用されてもよい。
【００６７】
　発明が説明の目的から、上記の実施例にて詳細に説明されてきたが、そのような詳細な
説明は単に説明の目的であって、以下の請求の範囲に記載されたものを除き、発明の精神
及び範囲から離れることなく、当業者によって変更が為され得ることは理解されるだろう
。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
添付の図面に於いて、本発明の好ましい実施例及び本発明を実施する好ましい方法が記載
されている。
【図１】本発明の全体を示す概略図である。
【図２】本発明の入力アーム(光源)の平面図である。
【図３】入力アーム(光源)の側面図である。
【図４】入力アームのファイバーに基づく解の概略図である。
【図５】サンプルアームの側面図である。
【図６】サンプルアームを軸方向から見た概略図である。
【図７】アキシコンレンズの平面図である。
【図８】サンプルアームの光ファイバーアレイの概略図である。
【図９】ミラーを強調して、光を対象である組織に再合焦させるサンプルアームのプロー
ブ先端部の斜視図である。
【図１０】先端部の溝の側面図であり、ファイバーの端部が４５度傾いたミラーに取り付
けられている(反射)。
【図１１】ファイバーが取り付けられた先端部の平面図である。
【図１２】サンプルアームの各ファイバーレンズの製造の第１工程の概略図である。
【図１３】サンプルアームの各ファイバーレンズの製造の第２工程の概略図である。
【図１４】本発明の基準アームの概略図である。
【図１５】本発明の検知アームの平面図である。
【図１６】検知アームの側面図である。
【図１７】サンプルアームの走査プローブの他の概略図である。
【図１８ａ】油圧機構の概略図である。
【図１８ｂ】油圧機構の概略図である。
【図１９ａ】油圧機構の分解図である。
【図１９ｂ】油圧機構の分解図である。
【図２０ａ】油圧機構の捻れシャフトを異なる角度から見た概略図である。
【図２０ｂ】油圧機構の捻れシャフトを異なる角度から見た概略図である。
【図２０ｃ】油圧機構の捻れシャフトを異なる角度から見た概略図である。
【図２０ｄ】油圧機構の捻れシャフトを異なる角度から見た概略図である。
【図２１ａ】ファイバーシャフトホルダの概略図である。
【図２１ｂ】ファイバーシャフトホルダの概略図である。
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【図２２ａ】ファイバー溝の概略図である。
【図２２ｂ】ファイバー溝の概略図である。
【図２２ｃ】ファイバー溝の概略図である。
【図２３】マイクロミラーの側面図である。
【図２４】マイクロミラーの斜視図である。
【図２５】レーザービームに照射された部分を有するマイクロミラーの斜視図である。
【図２６】図２５に示すレーザービームに照射されることから生じる歪みを有するマイク
ロミラーの斜視図である。
【図２７】レーザービームがマイクロミラー上の異なる箇所を照射することにより、連続
的に加熱されるマイクロミラーの概略図である。
【図２８】マイクロミラー上のレーザービームの箇所を変える故に、マイクロミラーの傾
き方向の変更が生じる概略図である。
【図２９】ファイバーに対するプローブカバー内のマイクロミラーの概略図である。
【図３０】ファイバーに対するマイクロミラーの動作の概略図である。
【図３１】１つのチャンネルファイバーに基づく、ファイバー光学スペクトル偏光分析装
置(ＦＯＳＰＩ)を具えた偏光感受型スペクトル領域光学的干渉断層撮影法の概略図である
。
【図３２】ファイバーに基づく空間多重型掃引源光学干渉断層撮影法の概略図である。
【図３３】多数のファイバー角度－領域ＯＣＴの概略図である。
【図３４】空間的に多重化されたＯＣＴシステムを用いて記録される画像である。
【図３５】空間的に多重化されたＯＣＴシステムを用いて記録される画像である。
【図３６】複屈折故の位相遅延の図である。
【図３７】速軸角度故の位相遅延の図である。
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